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○津和野町情報公開条例施行規則

平成28年７月12日

規則第18号

改正 令和５年３月15日規則第６号

令和５年３月15日規則第９号

津和野町情報公開条例施行規則(平成17年津和野町規則第12号)の全部を改正

する。

(趣旨) 

第１条 この規則は、津和野町情報公開条例(平成17年津和野町条例第16号。以

下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義) 

第２条 この規則で使用する用語の意義は、条例第２条に規定するところによ

る。

(開示請求書の提出) 

第３条 条例第４条の規定により公文書の開示を請求しようとするものは、公

文書開示請求書(様式第１号)を実施機関に提出しなければならない。

(開示決定通知書及び非開示決定通知書) 

第４条 条例第９条第１項の規定による通知は、公文書開示決定通知書(様式第

２号)により行うものとする。

２ 条例第９条第２項の規定による通知は、公文書非開示決定通知書(様式第３

号)により行うものとする。

３ 条例第９条第３項の規定による通知は、公文書非開示決定通知書(様式第４

号)により行うものとする。

(開示等決定期間延長通知書) 

第５条 条例第10条第２項及び第11条の規定による通知は、決定期間延長通知

書(様式第５号)により行うものとする。

(移送通知書) 
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第６条 条例第12条の規定による通知は、公文書開示移送通知書(様式第６号)

により行うものとする。

(開示決定に係る第三者意見陳述通知書等) 

第７条 条例第13条第２項の規定による通知は、公文書開示請求に係る意見依

頼書(様式第７号)により行うものとする。

２ 条例第13条第３項の規定による通知は、公文書開示通知書(様式第８号)によ

り行うものとする。

(開示の方法等) 

第８条 条例第９条第１項の規定による公文書の開示は、第４条第１項に規定

する通知により実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

２ 条例第14条の規則で定める方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 録音テープ、ビデオテープ 視聴

(2) 磁気テープ、磁気ディスク 写しの閲覧又は交付

(3) その他の媒体 写しの閲覧又は交付

３ 公文書を閲覧するものは、当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損して

はならない。

(手数料) 

第９条 条例第15条に規定する公文書の写しの作成に要する費用は、実施機関

の発行する納入通知書により納入するものとする。

(任意的開示の申出等) 

第９条の２ 条例第16条の２に規定する公文書の任意開示の申出は、公文書任

意開示申出書(様式第８号の２)によるものとする。

２ 前項の申出があった場合における開示するかどうかの回答は、公文書任意

開示回答書(様式第８号の３)によるものとする。

(審査請求) 

第10条 条例第17条の規定による審査請求は、審査請求書(様式第９号)により行

うものとする。
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(運用状況の公表の方法) 

第11条 条例第23条第２項に規定する運用状況の公表は、町広報に掲載するこ

とにより行うものとする。

(その他) 

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成28年４月１日から適用する。

附 則(令和５年３月15日規則第６号)抄

(施行期日) 

１ この規則は、条例の施行の日から施行する。

附 則(令和５年３月15日規則第９号) 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。
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様式第１号(第３条関係) 

様式第２号(第４条関係) 

様式第３号(第４条関係) 

様式第４号(第４条関係) 

様式第５号(第５条関係) 

様式第６号(第６条関係) 

様式第７号(第７条関係) 

様式第８号(第７条関係) 

様式第８号の２(第９条の２関係) 

様式第８号の３(第９条の２関係) 

様式第９号(第10条関係) 


